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気
管
支
ぜ
ん
息
等
の
方
向
け
医
療
費
助
成

大
気
汚
染
医
療
費
助
成
制
度

都
内
に
１
年
（
３
歳
未
満
は
６
か
月
）
以
上

在
住
の
18
歳
未
満
で
、
気
管
支
ぜ
ん
息
等
に
か

か
っ
て
い
る
な
ど
要
件
を
満
た
す
方
に
、
認
定

疾
病
に
係
る
医
療
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

申
請
書
の
配
布
・
提
出
は
健
康
課
へ
。
す
で

に
医
療
券
を
持
っ
て
い
る
方
は
、
有
効
期
間
満

了
の
１
か
月
前
を
目
安
に
、
更
新
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
・
提
出
先

健
康
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー

内
）
内

627

問
合
せ

東
京
都
保
健
医
療
局
環
境
保
健
衛
生

課
☎
０
３

－

５
３
２
０

－

４
４
９
１

税

金

償
却
資
産
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か

１
月
１
日
現
在
所
有
し
て
い
る
償
却
資
産

（
事
業
用
資
産
）
が
未
申
告
の
方
は
、
至
急
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
未
申
告

と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
８
月
以

降
に
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
必

ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
な
ど
が
必
要
な
場
合

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
便
利
な
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル

タ
ッ
ク
ス
）
に
よ
る
電
子
申

告
も
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
市
公
式
サ
イ
ト

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

課
税
課
資
産
税
係
内

157

特
例
が
あ
り
ま
す

先
端
設
備
等

導
入
計
画
の
認
定
を
受
け
た

中
小
事
業
者
な
ど
の
固
定
資
産
税

令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
、
中
小
事
業
者
な

ど
の
前
向
き
な
設
備
投
資
や
賃
上
げ
を
後
押
し

す
る
た
め
に
、
先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
認
定

を
受
け
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
中
小
事
業
者

な
ど
は
、
固
定
資
産
税
の
特
例
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
中
小
企
業
庁
サ
イ
ト
、
ま
た
は

市
公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
…
課
税
課
資

産
税
係
内

157
／
「
先
端
設
備
等
導
入
計
画
」

の
認
定
に
つ
い
て
…
産
業
振
興
課
商
工
観
光

係
内

655

そ
の
他

Ｓ
＆
Ｄ
ス
イ
ミ
ン
グ
プ
ラ
ザ
羽
村

プ
ー
ル
を
利
用
で
き
な
い
日
が

あ
り
ま
す

Ｓ
＆
Ｄ
ス
イ
ミ
ン
グ
プ
ラ
ザ
羽
村
で
小
学
校

の
水
泳
授
業
を
行
う
た
め
、
次
の
日
程
で
プ
ー

ル
が
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ

Ｓ
＆
Ｄ
ス
イ
ミ
ン
グ
プ
ラ
ザ
羽
村

  

☎
５
７
９

－

３
２
１
０
／
水
泳
指
導
に
つ
い

て
…
学
校
教
育
課
指
導
係
内

376

工
場
・
指
定
作
業
場
の
認
可
申
請
・

届
出
を

工
場
を
新
た
に
設
置
す
る
場
合
、
ま
た
は
認

可
を
受
け
た
工
場
の
設
備
な
ど
を
変
更
す
る
場

合
は
、着
工
60
日
前
ま
で
に
、工
場
設
置
（
変
更
）

認
可
申
請
書
を
市
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対

象

次
の
物
品
の
製
造
、
加
工
ま
た
は
作

業
を
常
時
行
う
工
場

〇
定
格
出
力
の
合
計
が
２
・
２
kW
以
上
の
原
動

機
を
使
用
す
る
も
の

〇
定
格
出
力
の
合
計
が
０
・
７
５
kW
以
上
２
・
２

kW
未
満
の
原
動
機
を
使
用
す
る
特
定
作
業

（
例
…
印
刷
・
製
本
な
ど
）

○
条
例
※

で
定
め
る
特
定
の
作
業
（
例
…
金
属

の
酸
洗
い
、
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
、
金
属

の
切
断
な
ど
）

申
請
手
数
料

※
作
業
場
の
床
面
積
の
合
計
面
積
で
異
な
り
ま
す
。

○
５
０
０
㎡
以
下
…
８
７
０
０
円

○
５
０
０
㎡
を
超
え
１
０
０
０
㎡
以
下
…
１
万

４
２
０
０
円

○
１
０
０
０
㎡
を
超
え
る
も
の
…
２
万
２
０
０
円

１
件
に
つ
き
７
６
０
０
円

条
例
※

に
定
め
ら
れ
た
内
容
の
作
業
を
行
う

場
所
の
こ
と
で
す
。
20
台
以
上
の
自
動
車
駐
車

場
、
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
な
ど
の
公
害
発
生
の
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恐
れ
が
あ
る
作
業
場
が
該
当
し
ま
す
。

指
定
作
業
場
を
新
た
に
設
置
す
る
場
合
や
届

出
済
み
の
作
業
場
の
設
備
な
ど
を
変
更
す
る
場

合
は
、着
工
30
日
前
ま
で
に
、市
に
設
置
（
変
更
）

届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

認
可
を
受
け
ず
工
場
や
指
定
作
業
場
を
設
置

し
た
場
合
な
ど
は
、
法
人
の
代
表
者
、
代
理
人
、

使
用
人
、
そ
の
ほ
か
従
業
員
な
ど
の
違
反
行
為

者
と
と
も
に
法
人
も
罰
せ
ら
れ
ま
す
。
東
京
都

公
害
監
察
員
に
よ
る
立
入
検
査
な
ど
も
行
い
ま

す
。
適
切
な
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
公
式
サ
イ

ト
を
確
認
す
る
か
、
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
条
例
…
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環

境
に
関
す
る
条
例

問
合
せ

環
境
政
策
課
内

227

��
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よ
く
わ
か
る
下
水
道
事
業
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
問
合
せ

下
水
道
事
業
の
課
題
〈
１
〉

■
使
用
水
量
と
使
用
料
収
入
の
減
少

市
内
の
下
水
道
使
用
水
量
は
、
人
口
減
少

の
ほ
か
、
家
庭
に
お
け
る
節
水
機
器
の
普
及

な
ど
に
よ
り
、
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

下
水
道
事
業
の
主
な
収
入
で
あ
る
下
水
道

使
用
料
は
、
使
用
水
量
を
も
と
に
計
算
し
て
い

ま
す
。
今
後
も
、
使
用
水
量
と
と
も
に
使
用
料

収
入
も
減
っ
て
い
く
見
込
み
で
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
今
後
増
加
し
て

い
く
老
朽
化
し
た
下
水
道
施
設
の
維
持
管
理

費
用
を
確
保
し
な
け
れ
ば
、
安
定
し
た
事
業

運
営
が
困
難
に
な
り
ま
す
。

下
水
道
事
業
を
将
来
に
わ
た
り
維

持
し
て
い
く
た
め
、
下
水
道
使
用
料

を
改
定
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
公
式

サ
イ
ト
ま
た
は
８
・
９
月

の
検
針
に
合
わ
せ
て
配
布
す
る
チ
ラ

シ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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次回は施設の老朽化

の状況や市の取組み

について紹介します！

10
月
１
日
か
ら

下
水
道
使
用
料
を
改
定
し
ま
す
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